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２．新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場
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合には、新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の

行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金
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第一部 【証券情報】

 

第１ 【募集要項】

 

１ 【新規発行新株予約権証券(第11回新株予約権)】

(1) 【募集の条件】

 

発行数
6,141個(新株予約権１個につき100株)
(注)　上記発行数は上限の発行数を示したものであり、申込数等により割当てる新株予約

権の数が減少することがあります。

発行価額の総額 6,755,100円

発行価格 新株予約権１個につき1,100円(新株予約権の目的である株式１株当たり11円)

申込手数料 該当事項はありません。

申込単位 １個

申込期間 平成28年５月31日

申込証拠金 該当事項はありません。

申込取扱場所
メドピア株式会社 コーポレートファイナンス部
東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３号

払込期日 平成28年５月31日

割当日 平成28年５月31日

払込取扱場所
株式会社みずほ銀行　渋谷中央支店
東京都渋谷区宇田川町23番３号

 

(注) １．第11回新株予約権(以下、「本新株予約権」という。)は、平成28年５月13日開催の当社取締役会決議に基づ

き発行するものであります。

２．申込及び払込の方法は、本有価証券届出書の効力発生後、払込期日までに本新株予約権の「総数引受契約」

を締結し、払込期日までに上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。

３　本新株予約権の募集は第三者割当の方法によります。
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(2) 【新株予約権の内容等】

 

新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準とな

る株式である。

なお、当社普通株式の単元株式数は、100株である。

新株予約権の目的となる株式の数 614,100株

本新株予約権１個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」とい

う。)は、当社普通株式100株とする。

ただし、付与株式数は下記(注)１．の定めにより調整を受けることがあ

る。

新株予約権の行使時の払込金額 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、１株あたりの払込

金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、新株予約権発行に係る取締役会決議日の前取引日である平成

28年５月12日の東京証券取引所マザーズ市場における当社普通株式の終値

である635円とする。

ただし、行使価額は下記(注)２．の定めにより調整を受けることがある。

新株予約権の行使により株式を

発行する場合の株式の発行価額の

総額

396,708,600円

新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び新株予約権の割

当てを受けた者がその権利を喪失した場合には、新株予約権の発行価額の

総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金

額は減少する。

新株予約権の行使により株式を

発行する場合の株式の発行価格及び

資本組入額

１．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格

本新株予約権の行使により交付する当社普通株式１株の発行価格は、

行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総

額に、行使請求に係る各本新株予約権の発行価額の総額を加えた額

を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の対象株式数で

除した額とする。

２．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金

及び資本準備金

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加

する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項の規定に従い算出され

る資本金等増加限度額の２分の１の金額とし(計算の結果１円未満の端

数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増

加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の

額とする。

新株予約権の行使期間 平成28年５月31日から平成35年５月30日までとする。

ただし、行使期間の開始日が当社の休業日にあたるときは、その翌営業日

を開始日とし、また、行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときは、

その前営業日を最終日とする。

新株予約権の行使請求の受付場所、

取次場所及び払込取扱場所

１．新株予約権の行使請求の受付場所

メドピア株式会社

東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３号

２．新株予約権の行使請求の取次場所

該当事項はありません。

３．新株予約権の行使請求の払込取扱場所

株式会社みずほ銀行　渋谷中央支店

東京都渋谷区宇田川町23番３号
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新株予約権の行使の条件 １．本新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、

次の各号を充たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち

当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することがで

きる。

(a) 割当日から５年以内に株式会社東京証券取引所における直前１か月

の当社普通株式の終値平均値が5,640円以上となった場合

新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の100％

(b) 割当日から３年以内に株式会社東京証券取引所における当社普通株

式の終値が2,820円以上となった場合

新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の50％

２．新株予約権者は、当社または当社関係会社(会社計算規則第２条第３項

第22号所定の「関係会社」をいう。)の取締役、監査役、執行役員、従

業員を退任、退職しもしくは、当社または当社関係会社との契約関係

が終了した場合、当該退任、退職または契約が終了した時点で上記１.

に基づいて既に行使可能となっている本新株予約権を除き、それ以降

本新株予約権を行使することができない。ただし、当社取締役会が認

めた場合は、この限りではない。

３．新株予約権者の相続人による新株予約権の権利行使は認めないものと

する。

４．本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点にお

ける発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約

権の行使を行うことはできない。

５．各新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

６．その他の権利行使の条件は、当社取締役会決議に基づき、当社と本新

株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に

定めるところによる。

自己新株予約権の取得の事由及び

取得の条件

１．新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約

承認の議案、当社が分割会社となる会社分割契約の承認もしくは分割

化計画承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もし

くは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総

会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は

無償で新株予約権を取得することができる。

２．新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定

に該当しなくなった場合、および新株予約権者が保有する新株予約権

を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができ

る。

新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承

認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 該当事項はありません。

組織再編成行為に伴う新株予約権の

交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設

分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」

という。)を行う場合において、組織再編成行為の効力発生日に新株予約権

者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホま

でに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を

以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に

沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設

合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計

画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付す

る。

(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。
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 (3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる

株式の数」に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組

織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払

込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編成後行使価額

に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対

象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編成

行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行

使期間」に定める行使期間の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金

及び資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格

及び資本組入額」に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編成対象会社の取締役会の決議

による承認を要するものとする。

(8) その他新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

上記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」に準じて決定す

る。
 

(注) １．付与株式数の調整

付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)

または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権

のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生

じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
 

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
 

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換、株式移転または資本金の額の減少を行

う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は

適切に調整されるものとする。

２．行使価額の調整

本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、

調整による１円未満の端数は切り上げる。
 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割(または併合)の比率
 

 

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式

の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株

式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。
 

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数× １株あたり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
新規発行前の１株あたりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数
 

 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式に

かかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規

発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「１株あたり払込金額」を「１株あたり処分金額」に読み替え

るものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他

これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調

整を行うことができるものとする。
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３．本新株予約権の行使請求及び払込の方法

(1) 本新株予約権を行使請求しようとする本新株予約権者は、当社の定める行使請求書に、自己の氏名又は名

称及び住所、自己のために開設された当社普通株式の振替を行うための口座(社債、株式等の振替に関す

る法律第131条第３項に定める特別口座を除く。)のコードその他必要事項を記載してこれに記名捺印した

うえ、これを上記表中「新株予約権の行使期間」欄の行使期間中に上記表中「新株予約権の行使請求の受

付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第１項「新株予約権の行使請求の受付場所」に提出し、かつ、か

かる行使請求の対象となった本新株予約権の数に行使価額を乗じた金額を現金にて上記表中「新株予約権

の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第３項「新株予約権の行使請求の払込取扱場所」

の当社が指定する口座に振り込むものとする。

(2) 本項に従い行使請求を行った者は、その後これを撤回することはできない。

４．本新株予約権の行使の効力発生時期

本新株予約権の行使の効力は、上記３．「本新株予約権の行使請求の方法」(1)の行使請求に必要な書類が

上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第１項「新株予約権の行使請

求の受付場所」に到着し、かつ(2)当該本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額が上記

表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第３項「新株予約権の行使請求の

払込取扱場所」の当社の指定する口座に入金された場合において、当該行使請求書にかかる新株予約権行使

請求取次日に発生するものとする。

５．本新株予約権証券の発行及び株券の発行

当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券及び行使請求による株券を発行しない。

６．その他

(1) 会社法その他の法律の改正等、本新株予約権発行要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合に

は、当社は必要な措置を講じます。

(2) 上記のほか、本新株予約権の発行に関して必要な事項の決定については、当社取締役社長に一任します。

(3) 本新株予約権の発行については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とします。

 

(3) 【新株予約権証券の引受け】

該当事項はありません。

 

２ 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

 

払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)

396,708,600 4,000,000 392,708,600
 

(注) １．払込金額の総額は、新株予約権の払込金額の総額(6,755,100円)に新株予約権の行使に際して払い込むべき

金額の合計額(389,953,500円)を合算した金額であります。

２．発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

３．本新株予約権の行使期間中に行使が行われない場合又は新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失し

た場合、払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は減少いたします。

 

(2) 【手取金の使途】

本新株予約権の募集は、当社の業績向上に対する貢献意欲や士気を高めることにより、企業価値向上に資するこ

とを目的として付与するものであり、資金調達を目的としておりません。

また、新株予約権の行使の決定は新株予約権の割当てを受けた者の判断に委ねられるため、本新株予約権の行使

に際して払い込むべき金額は、現時点でその金額及び時期を資金計画に織り込むことは困難であります。従って、

手取金は運転資金に充当する予定でありますが、具体的な金額については、行使による払込みがなされた時点の状

況に応じて決定いたします。

 

第２ 【売出要項】

 

該当事項はありません。
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第３ 【第三者割当の場合の特記事項】

 

１ 【割当予定先の状況】

ａ．割当予定先の概要

 

氏名 春田　真 林　光洋 澤田　友美 田中　翔太良

住所 東京都世田谷区 千葉県柏市 東京都豊島区 東京都豊島区

職業の
内容

勤務先の名称等
株式会社Mediplat
※１　春田氏及び林氏は株式会社Mediplatの取締役であります。
※２　澤田氏及び田中氏は株式会社Mediplatの従業員であります。

所在地 東京都文京区千駄木３－43－３

事業の概要 オンライン医療相談プラットフォーム　「first call」の運営
 

 

氏名 眞鍋　歩（医師） 石川　陽平（医師）

住所 東京都港区 東京都北区

職業の
内容

勤務先の名称等 池之端プライマリクリニック

聖路加国際病院
※３　石川氏は池之端プライ
マリクリニックの非常勤医師
であります。

所在地 東京都文京区根津２－14－11 東京都中央区明石町９－１

事業の概要
診療所の運営
株式会社Mediplatの提携診療
所

医療施設の運営

 

 
ｂ．提出者と割当予定先との間の関係

 

出資関係 該当事項はありません。

人事関係
当社を完全親会社とする株式交換により平成28年７月１日付けで当社の完全子会社と
なることが予定されている株式会社Mediplatの取締役、従業員及び株式会社Mediplat
の提携診療所に勤務する社外協力者(医師)です。

資金関係 該当事項はありません。

技術関係又は取引関係 該当事項はありません。
 

 
ｃ．割当予定先の選定理由

現在、当社は10万人を超える医師会員が利用する医師専用ソーシャルメディアであるMedPeerを運営しており、今

後、医療機関や患者向けのサービスを展開していく方針であります。

そうした中、当社を完全親会社とする株式交換により平成28年７月１日付けで医療相談プラットフォームを展開

する株式会社Mediplatを完全子会社とすることで、同領域での展開を本格化させることを予定しております。

当社は、上記株式会社Mediplatの経営陣等に対して中長期的なインセンティブ付与を目的とした新株予約権を有

償で発行することにより、当社の企業価値の向上や株主の皆様の利益向上に資するものと考えております。
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ｄ．割り当てようとする株式の数

 

氏名 株式数(株)

春　田　　　真 445,200

林　　　光　洋 153,500

澤　田　友　美 5,100

石　川　陽　平 5,100

眞　鍋　　　歩 2,600

田　中　翔太良 2,600
 

 
ｅ．株券等の保有方針

当社と割当予定先との間において、継続保有の取り決めはございません。

 
ｆ．払込みに要する資金等の状況

当社は、割当予定先の本新株予約権の発行に係る払込み及び本新株予約権の権利行使にかかる資金保有に関し、

割当予定先に対して、払込み及び権利行使に支障がない旨を口頭等により確認をしております。

 
ｇ．割当予定先の実態

当社は、反社会的勢力対応規程により反社会的勢力との関係断絶に関する指針を定め、反社会的勢力とは一切の

関係、取引、交渉をせず、また、利用しないことを基本方針としております。

本新株予約権の付与にあたり、当社は割当予定先について、日経テレコン等を利用し過去の新聞記事の検索を行

うとともに、反社会的勢力等を連想させる情報及びキーワードを絞り込み、複合的に検索することにより反社会的

勢力等との関わりを調査しました。その結果、割当予定先に反社会的勢力等との関わりを疑わせる結果はありませ

んでした。

また、当社は割当予定先に対して反社会的勢力との関わりの有無について聞き取り調査を行い、何らの関わりが

ないことを確認するとともに、反社会的勢力に該当しない旨の誓約書を入手しております。

 

２ 【株券等の譲渡制限】

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。

 

３ 【発行条件に関する事項】

(1) 発行価格の算定根拠及び発行の合理性

本新株予約権の発行価額については、当社から独立した第三者評価機関であるグローウィン・パートナーズ株式

会社((代表者：佐野哲哉、住所：東京都千代田区)以下、゜グローウィン・パートナーズ」という。)によって算定

された算定結果等を参考として、本新株予約権１個当たりの発行価額を当該算定結果と同額の1,100円としており、

特に有利な金額には該当しないものと判断しております。

グローウィン・パートナーズは本新株予約権の発行価額の算定にあたり、当社の株価及びその変動可能性、割引

率、本新株予約権の行使価額及び行使期間その他本新株予約権の内容等を考慮した一般的な価額算定モデルである

モンテカルロ・シミュレーションを用いております。

また、本新株予約権の行使価額については、本新株予約権発行に係る取締役会決議日の前取引日である平成28年

５月12日の金融商品取引所における当社の普通株式の終値635円といたしました。

当該判断に当たり、取締役４名全員(社外取締役１名)が、払込金額が当該算定結果と同額に決定されていること

から、本新株予約権の発行価額は特に有利な金額に該当しない旨の意見を表明しております。

なお、当社監査役３名全員（うち社外監査役が３名）からも、当社取締役から発行要項の内容の説明を受けると

ともに、本新株予約権の発行価額及び行使価額は、当社株式の価値を表す客観的な指標である市場価格を基準にし

ていることから、割当予定先に特に有利な金額ではなく適法である旨の意見を得ております。
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(2) 割当数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

本新株予約権の行使による発行株式数は614,100株(議決権個数6,141個)であり、平成28年３月31日現在の当社発

行済株式総数8,596,000株に対し7.1％(平成28年３月31日現在の当社議決権個数85,944個に対しては7.1％)の割合に

よる希薄化が生じます。

本新株予約権の発行は、当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すに当たり、株式会社Mediplatの取締役、従

業員及び社外協力者に対して、中長期的なインセンティブを持たせることにより事業推進を加速させ、これにより

当社の企業価値の向上が見込まれるものと考えております。

当社の企業価値が向上することは、既存の株主の皆様の利益向上に資するものと考えており、本第三者割当によ

る新株予約権の発行による潜在株式数の発生数量及び希薄化の規模は、合理的であると判断いたしました。

 
４ 【大規模な第三者割当に関する事項】

該当事項はありません。

 

５ 【第三者割当後の大株主の状況】
 

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

総議決権数に
対する所有議
決権数の割合

割当後の
所有株式数

(株)

割当後の
総議決権数に
対する所有

議決権数の割合

石見　陽 東京都渋谷区 2,800,000 32.58％ 2,800,000 30.41％

島田　亨 東京都港区 790,000 9.19％ 790,000 8.58％

BOZO株式会社
東京都渋谷区代々木三丁目
58番２号

625,000 7.27％ 625,000 6.79％

山中　篤史 埼玉県上尾市 450,000 5.24％ 450,000 4.89％

春田　真 東京都世田谷区 ― ― 445,200 4.83％

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海１丁目８
番11号

350,300 4.08％ 350,300 3.80％

CBNY-GOVERNMENT OF NORWAY
(常任代理人　シティバンク
銀行株式会社証券業務部)

388 GREENWICH STREET,
NEW YORK,NY 10013 USA
(東京都新宿区新宿６丁目
27番30号)

252,000 2.93％ 252,000 2.74％

立花証券株式会社
東京都中央区日本橋茅場町
１丁目14番１号

195,400 2.27％ 195,400 2.12％

林　光洋 千葉県柏市 ― ― 153,500 1.67％

楽天証券株式会社
東京都世田谷区玉川１丁目
14番１号

136,300 1.59％ 136,300 1.48％

計 ― 5,599,000 65.15％ 6,197,700 67.30％
 

(注) １．上記株数は平成28年３月31日現在の株主名簿を基準にしております。

２．割当後の所有株式数及び割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、平成28年３月31日現在の発行

済株式総数に、割当予定先に割当てる本新株予約権の目的である株式の総数614,100株(議決権数6,141個)を

加えた総議決権数92,085個で計算しております。

 

６ 【大規模な第三者割当の必要性】

該当事項はありません。
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７ 【株式併合等の予定の有無及び内容】

該当事項はありません。

 

８ 【その他参考になる事項】

該当事項はありません。

 

第４ 【その他の記載事項】

 

該当事項はありません。
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第二部 【公開買付けに関する情報】

 

第１ 【公開買付けの概要】

 

該当事項はありません。

 
第２ 【統合財務情報】

 

該当事項はありません。

 
第３ 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約】

 

該当事項はありません。

 
第三部 【追完情報】

 

１　事業等のリスク

後記「第四部　組込情報」の有価証券報告書(第11期)及び四半期報告書(第12期第２四半期報告書)(以下「有価証券

報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後本有価証券届出

書提出日(平成28年５月13日)までの間に生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(平成28年５月13日現

在)においても変更の必要はないものと判断しております。

 

２　臨時報告書の提出

「第四部　組込情報」に掲げた第11期有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書提出日現在までに、以下Ⅰ

及びⅡの臨時報告書及びⅢの訂正臨時報告書を提出しております。

 
Ⅰ　(平成27年12月21日提出の臨時報告書)

１ ［提出理由］

平成27年12月18日開催の第11回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条

の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提

出するものであります。

 
２ ［報告内容］

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成27年12月18日

 
(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

第２号議案　取締役４名選任の件

取締役として石見陽、山中篤史、脇丸俊郎及び宮田俊男の計４名を選任する。
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(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるため

の要件並びに当該決議の結果

 

決議事項 賛成(個) 反対(個)
棄権・無効

 (個)
可決要件

決議の結果
(賛成の割合)

第１号議案 55,765 290 115 (注)１ 可決 99.3％ 

第２号議案      

石見　陽 52,936 3,031 113  可決(94.4％)

山中　篤史 55,570 397 113 (注)２ 可決(99.1％)

脇丸　俊郎 55,566 401 113  可決(99.1％)

宮田　俊男 55,552 415 113  可決(99.1％)
 

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成による。

２．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

 
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の

集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当

日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 
Ⅱ　(平成28年２月10日提出の臨時報告書)

１ ［提出理由］

当社は、平成28年２月10日開催の取締役会の決議において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当

社取締役、執行役員及び従業員に対して発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける

者の募集をすることにつき決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関

する内閣府令第19条第２項第２号の２の規定に基づき提出するものであります。

 
２ ［報告内容］

イ　銘柄　メドピア株式会社　第10回新株予約権

ロ　新株予約権の内容

(1) 発行数

3,000個(新株予約権１個につき100株)

なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式300,000

株とし、下記(4)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予

約権の数を乗じた数とする。

 
(2) 発行価格

本新株予約権１個あたりの発行価額は、1,100円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会

社プルータス・コンサルティングが、取締役会決議前取引日の東京証券取引所における当社株価の終値416

円／株、株価変動性43.47％、配当利回り０％、無リスク利子率-0.131％や本新株予約権の発行要項に定めら

れた条件(行使価額416円／株、満期までの期間10年、業績条件)に基づいて、一般的なオプション価格算定モ

デルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定したものである。
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(3) 発行価額の総額

128,100,000円

 
(4) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

本新株予約権１個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株と

する。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下

同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする(以下、株式分割又は株式併合後

の発行済株式総数を、株式分割又は株式併合前の発行済株式総数で除して得た数を、「分割(または併合)の

比率」という。)。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の

目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる

ものとする。
 

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
 

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換、株式移転または資本金の額の減少を

行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合(以上を総称して以下、「合併等を行

う場合」という。)、当社は、合理的な範囲で、付与株式数を適切に調整されるものとする。

 
(5) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、１株あたりの払込金額(以下、「行

使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、金416円とする。

なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を

調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。
 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割(または併合)の比率
 

 

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株

式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株

式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。
 

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数× １株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
新規発行前の１株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数
 

 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式

にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新

規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「１株あたり払込金額」を「１株あたり処分金額」に、「新

規発行前の１株当たりの時価」を「自己株式処分前の１株当たりの時価」に、それぞれ読み替えるものとす

る。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併等を行う場合には、当社は、合理的な範囲で

適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

 
(6) 新株予約権の行使期間

本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、平成31年１月１日から平成

35年２月28日までとする。ただし、行使期間の開始日が当社の休業日にあたるときはその翌営業日を開始日

とし、また、行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。
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(7) 新株予約権の行使の条件

①　本新株予約権者は、平成29年９月期乃至平成31年９月期の監査済みの当社損益計算書(連結財務諸表を作

成している場合は連結損益計算書)において、経常利益が次の各号に掲げる条件を充たしている場合に、割

当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができ

る。なお、行使可能な新株予約権の数に１個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。

(a) 平成29年９月期及び平成30年９月期の経常利益の累積額が500百万円を超過した場合

新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の100％

(b) 平成30年９月期及び平成31年９月期の経常利益の累積額が500百万円を超過した場合

新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の50％

②　上記①における経常利益の判定において、適用される会計基準の変更等により経常利益の計算に用いる

各指標の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指

標及び数値を当社取締役会にて定めるものとする。

③　新株予約権者は、当社または当社関係会社(会社計算規則第２条第３項第22号所定の「関係会社」をい

う。)の取締役、監査役、執行役員または従業員を退任または退職した場合、当該退任または退職の時点で

上記①に基づいて既に行使可能となっている新株予約権を除き、それ以降本新株予約権を行使することが

できない。ただし、当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。

④　新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

⑤　本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することと

なるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑥　各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

⑦ その他の権利行使の条件は、当社取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で

締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

 
(8) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額

①　本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第

１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とする。計算の結果１円未満の端数が生じた

ときは、その端数を切り上げるものとする。

②　本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本

金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

 
(9) 新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。

ハ　新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳

当社取締役　　４名　1,350個

当社執行役員　１名　  75個

当社従業員　　39名　1,575個

ニ　勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第２条第２項に規定する

会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係

該当事項はありません。

ホ　勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容

取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとする。
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Ⅲ　(平成28年２月24日提出の訂正臨時報告書)

１ ［臨時報告書の訂正報告書の提出理由］

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２の規定に基

づき平成28年２月10日に提出いたしました臨時報告書の記載事項のうち、「発行数」「発行価額の総額」「新株

予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳」が平成28年２月24日に確定いたしましたので、金融

商品取引法第24条の５第５項の規定に基づき臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 
２ ［訂正事項］

ロ　新株予約権の内容

(1) 発行数

(3) 発行価額の総額

ハ　新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳

 
３ ［訂正箇所］

訂正箇所は　　を付して表示しております。

ロ　新株予約権の内容

(1) 発行数

(訂正前)

3,000個(新株予約権１個につき100株)

なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式300,000

株とし、下記(4)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予

約権の数を乗じた数とする。

 
(訂正後)

2,664個(新株予約権１個につき100株)

なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式266,400

株とし、下記(4)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予

約権の数を乗じた数とする。

 
(3) 発行価額の総額

(訂正前)

128,100,000円

 
(訂正後)

113,752,800円

 
ハ　新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳

(訂正前)

当社取締役　　４名　1,350個

当社執行役員　１名　 　75個

当社従業員　　39名　1,575個

 
(訂正後)

当社取締役　　４名　1,350個

当社執行役員　１名　 　75個

当社従業員　　27名　1,239個
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第四部 【組込情報】

 

次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

　

有価証券報告書
事業年度
(第11期)

自　平成26年10月１日
至　平成27年９月30日

平成27年12月18日
関東財務局長に提出

四半期報告書
事業年度

(第12期第２四半期)
自　平成28年１月１日
至　平成28年３月31日

平成28年５月13日
関東財務局長に提出

 

なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出した

データを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)Ａ４－

１に基づき本届出書の添付書類としております。

 
第五部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。

 

第六部 【特別情報】

 

第１ 【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】

 

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

メドピア株式会社(E30650)

有価証券届出書（組込方式）

16/19



独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

 

 

平成27年12月18日

メ ド ピ ア 株 式 会 社

取    締    役    会　御中
 

 

有限責任監査法人 トーマツ  
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　吉　村　孝　郎　　㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　髙　木　政　秋　　㊞

 

　

＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるメドピア株式会社の平成26年10月１日から平成27年９月30日までの第11期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対

照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細

表について監査を行った。

 
財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 
監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、

これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監

査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。

財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検

討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も

含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 
監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、メドピ

ア株式会社の平成27年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、メドピア株式会社の平成27年

９月30日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 
内部統制報告書に対する経営者の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 
監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の

基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施

することを求めている。

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する

ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重

要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評

価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 
監査意見

当監査法人は、メドピア株式会社が平成27年９月30日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の

内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財

務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

 
 

(注) １ 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出

会社)が別途保管しております。

２ XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

 
平成28年５月13日

メ ド ピ ア 株 式 会 社

取    締    役    会 御中
 

 

有限責任監査法人 トーマツ  
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   吉 村 孝 郎   ㊞

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   髙 木 政 秋   ㊞

 

 
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているメドピア株式会

社の平成27年10月１日から平成28年９月30日までの第12期事業年度の第２四半期会計期間(平成28年１月１日から平成28

年３月31日まで)及び第２四半期累計期間(平成27年10月１日から平成28年３月31日まで)に係る四半期財務諸表、すなわ

ち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行っ

た。

　

四半期財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、メドピア株式会社の平成28年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって

終了する第２四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がす

べての重要な点において認められなかった。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

　
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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